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中津川市では高齢者のみの世帯・障がい者が居る世帯に、
家具転倒防止金具等を無償支給いたします。

中津川市家具転倒防止事業の対象世帯
①高齢者（６５歳以上）のみで構成される世帯。
②身体障がい者手帳、療育手帳または精神障が

い者保健福祉手帳の交付を受けている者が居
る世帯。

家具取付け事業の内容等
①転倒防止金具（Ｌ字型金具、固定ベルト）を
用いて、柱、壁等に固定する。

②転倒防止金具は１世帯につき家具５台分まで市が
支給する。

③申込みの際は、所定の申請書と確約書に必要事

項を記入して市へ提出する。

④対象家具は、タンス、食器棚等で地震発生時に

転倒することにより、生命の危機や障害をおよ
ぼすものとする。

⑤取付け事業は、民生委員、自主防災組織及びボ
ランティア組織等の協力を得て行う。




